
●以下に記載する書類をご提出ください。

対象者 発行元 確認

申請者全員 本学様式 ✓

●以下の表 及び 必要書類チェックリスト２ に記載する書類をご提出ください。

対象者 発行元 確認

本学様式 ✓
本学様式 ✓
本学様式 ✓
市町村等 ✓

入学にあたり新規に
渡日する者

本人作成書類
及び関係機関
発行書類

✓

銀行等 ✓

市町村等 ✓

他大学等から奈良女子
大学・大学院への進学
者

高等学校（日本
国内）、
前在籍大学・
大学院等

✓
日本国内の高等学校等
を卒業していない学部生

本学様式 ✓

●２つの申請枠について

留学生が申請できる授業料免除制度には、申請枠A枠（学業成績のみによる選考）とE枠（家計の
経済状況による選考）があり、どちらか一方または両方に申請することができます。申請枠によっ
て提出する書類が異なりますので、必要書類を間違えないように注意してください。

「学修意欲に関する学修計画書」（様式6)

提出前に必要書類が全て整っているか確認し、上記にチェックしたうえでこの用紙も提出してください　↑ 

必要書類

2026年度前期分　授業料免除及び徴収猶予申請書
（留学生E枠）（様式1-E）

同一生計者全員の住民票【原本】
※世帯全員分である旨の証明があるもの

本人分 及び 日本在住の生計維持者（原則父母）の
「前年分源泉徴収票（写）」
＊複数の給与収入がある場合、すべての源泉徴収票
又は
「前年分確定申告書控（写）」　＊第一表・第二表とも
 （無収入の場合を含む）

授業料免除・徴収猶予申請

必要書類

申請者全員

授業料免除・徴収猶予申請必要書類チェックリスト１
 【留学生用】 （この書類）

成績に関する書類【成績証明書】
※ 奈良女子大学の学部から修士課程・博士前期課程、博士前期
　　課程から博士後期課程に進学の方は不要です。

必要書類チェックリスト１　【留学生用】

2026年度前期分 授業料免除申請書（留学生A枠）
（様式1-A）

【学業優秀者支援枠（A枠）】

【経済的困窮者支援枠（E枠）】

【学業優秀者支援枠（A枠）】のみを申請する方は、上記の書類だけで結構です。

【経済的困窮者支援枠（E枠）】も同時に申請する方は、以下の書類もご提出ください。

授業料免除・徴収猶予申請必要書類チェックリスト２
 【留学生用】

経費支弁能力を示す書類
「留学」の在留資格を取得するために提出した (もしくは提出する)
関係書類一式の写し
※ 申請受付期間中に提出できない場合はその旨申し出てください。

すでに日本に在留し
ている者

過去半年分の出入金及び残高が確認できる預金
通帳の写し
日本で使用できる銀行口座が複数ある場合は関係する全ての
通帳の写しの提出が必要です。



申請日現在の状況 必要書類 発行元
該当

チェック

「在留資格申請時に提出した関係書類一式（写しで
可）」

申請者作成
及び
各種関係機関発行

✓

「申請者本人の残高証明書」もしくは「残高がわかる
通帳の写し」

申請者作成
及び
各種関係機関発行

✓

「経費支弁者の残高証明書」もしくは「残高がわかる
通帳の写し」

申請者作成
及び
各種関係機関発行

✓

「受給金額がわかる書類（奨学生証等）の写し」 奨学金運営元 ✓
●入学前からすでに日本に在留している者

「受給金額がわかる書類（奨学生証等）の写し」 奨学金運営元 ✓
「給与支払（見込）額証明書」（様式2-1）
※ 「様式2-1」の証明を受けられない場合は、「給与年
　　間見込額申告書」（様式2-2）に「直近３ヶ月分の給
　　与明細（写）」を添えて提出してください。

【様式2-1】
勤め先の会社等
【様式2-2】
申請者が作成

✓

「仕送り額がわかる預金通帳の写し」 銀行等 ✓
「収入年額（推定）計算書」（形式自由）及び「帳簿の
写し等」

申請者が作成 ✓
「休職中であることがわかる書類」及び給与等が支
給される場合は「支給額がわかる書類」

勤め先の会社等 ✓
「雇用保険受給資格者証（両面写）」 公共職業安定所 ✓

●該当する世帯のみ提出　（本人 もしくは 日本在住の家族 が該当する場合のみ）

本人を除く就学者がい
る

YES 「授業料免除額及び対象期間がわかる書類」（通知
等）

ご家族（就学者）が在学
する学校等 ✓

NO 「在学証明書又は学生証の写し」
ご家族（就学者）が在学
する学校等 ✓

障害者等のいる世帯 「障害者手帳（写）」 市役所等 ✓
●申請理由が「本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合」に該当する者

「罹災証明書（写）」及び「被害総額がわかる書類」 市役所等 ✓
●申請理由が「学資負担者の死亡の場合」に該当する者

「死亡診断書（写）」 病院等 ✓

失業保険を受けている

以下の両方に該当しますか
・大学・大学院・高専・専修（高
等・専門）学校・高校のいずれ
かに在学している
・2025年度に授業料免除を受
けた

障害者手帳の交付を受けた者

申請前6か月以内（新入生は入学前1年以内）に災害等に罹
災した世帯

申請前6か月以内（新入生は入学前1年以内）に学資負担者
が死亡した世帯

授業料免除・徴収猶予申請
必要書類チェックリスト２　【留学生用】

●入学に際し新規に渡日する者（渡日後、入学までの期間が6か月以内の者を含む）

入学（渡日）にあたり在留資格認定の申請を行った

在留資格申請時の「経費支弁方法」で、「本人負担」を選択
した

自営業者等（給与以外の収入）

休職中の人

在留資格申請時の「経費支弁方法」で、「在外経費支弁者負
担」又は「在日経費支弁者負担」を選択した場合

給付型奨学金の受給が決定している場合

給付型奨学金を受けている

給与収入がある（パート・アルバイト含む）
※ 勤務先が複数ある場合、それぞれについて書類が必要

仕送りを受けている


